
	第7節	 国民の生命・身体・財産の保護に向けた取組
	 11	 大規模災害などへの対応（新型コロナウイルス感染症への対応を含む。）

1　基本的考え方
地震や台風などの大規模災害、新型コロナウイルス感

染症といった感染症危機などは、国民の生命・身体・財
産に対する深刻な脅威であり、わが国として、国の総力
をあげて全力で対応していく必要がある。
大規模災害などに際しては、警察、消防、海上保安庁、

地方公共団体などの関係機関と緊密に連携し、効果的に
人命救助、応急復旧、生活支援などを行うこととしてい
る。
大規模な災害が発生した際には、発災当初においては

被害状況が不明であることから、防衛省・自衛隊は、い
かなる被害や活動にも対応できる態勢で対応する。また、
人命救助を最優先で行いつつ、生活支援などについて
は、地方公共団体、関係省庁などの関係者と役割分担、

対応方針、活動期間及び民間企業の活用などの調整を行
うこととしている。さらに、特に地方公共団体に対する
支援については、被災直後の地方公共団体は混乱してい
ることを前提に、過去の災害派遣における教訓を踏ま
え、当初は「提案型」の支援を行い、じ後は地方公共団体
のニーズに基づく活動に移行する。その際、自衛隊の支
援を真に必要としている方々が、支援に関する情報によ
り簡単にアクセスすることができるよう、情報発信を強
化している。
また、自衛隊は、災害派遣を迅速に行うため、全国の
駐屯地などに「FAST-FORCE（ファスト・フォース）」
と呼ばれる部隊を待機させている。

Ⅱ部6章4項（災害派遣など）、図表Ⅲ-1-7-1（要請
から派遣、撤収までの流れ及び政府の対応）

 参照

人命救助にあたる隊員

資料：災害派遣について
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/index.html

資料：防衛省・自衛隊災害対策ツイッター
URL：https://twitter.com/ModJapan_saigai?ref_src=twsrc%5Etfw

養鶏場における殺処分などの支援にあたる隊員
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2　防衛省・自衛隊の対応
（1）自然災害などへの対応
ア　2022年台風第14号及び台風第15号にか
かる災害派遣
2022年9月19日、宮崎県知事から陸自に対し、台風

第14号の影響による土砂災害により安否不明となった
住民の捜索救助にかかる災害派遣要請及び給水支援にか
かる災害派遣要請があり、人命救助活動、給水支援活動
及び陸空自航空機による情報収集活動を実施した。
同年9月26日、静岡県知事から陸自に対し、台風第

15号の影響による土砂災害に伴う災害廃棄物撤去や給
水支援などにかかる災害派遣要請があり、災害廃棄物の
撤去支援活動、給水支援活動及び孤立集落の住民の避難
支援を実施した。
イ　2022年12月大雪にかかる災害派遣
2022年12月20日、新潟県知事から陸自に対し、大雪

により多数の車両の滞留が発生した国道8号及び国道
17号の一部区間における除雪支援などにかかる災害派
遣要請があり、除雪支援、滞留車両の救出、食料・水の
配布及び燃料補給を実施した。

ウ　新型コロナウイルス感染者に対する市中感
染対策にかかる災害派遣
世界的大流行（パンデミック）となった新型コロナウイ

ルス感染症は、わが国を含む国際社会の安全保障上の重
大な脅威であり、その感染拡大防止に向け、防衛省・自
衛隊は、2020年以降、総力を挙げて様々な活動を行った。
2022年4月から2023年3月末までの間、各知事から
の要請を受け離島で発生した新型コロナウイルス感染症
患者の輸送を4都県で約20名実施した。
エ　鳥インフルエンザ発生にかかる災害派遣
2022年4月から2023年3月末までの間に鳥インフル
エンザが発生した13道県（北海道、青森県、茨城県、群
馬県、千葉県、新潟県、愛知県、鳥取県、岡山県、広島県、
福岡県、宮崎県、鹿児島県）において、自衛隊は各知事か
らの災害派遣要請を受け、鳥インフルエンザの発生鶏舎
及び感染の疑いが高い発生鶏舎周辺における殺処分を実
施した。これらに対する派遣の規模は、人員延べ約
33,000名に上った。
オ　山林火災にかかる災害派遣
2022年4月から2023年3月末までの間に発生した山
林火災のうち、自治体により消火活動を実施するも鎮火
に至らなかったものについて、自衛隊は4県（青森県、

図表Ⅲ-1-7-1 要請から派遣、撤収までの流れ及び政府の対応
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（注2）　防衛大臣が即応予備自衛官、予備自衛官の招集を解除することをいう。
（注3）　自然災害、原子力災害、事故災害などの緊急事態の発生に際しては、各省庁の局長級の要員からなる緊急参集チームが参集する。

さらに、激甚な災害が発生した場合は、総理などの判断により関係閣僚会議が開催され、状況に応じて、政府対策本部の設置や国家安全保障会議が開催される。
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福島県、栃木県、宮崎県）において、各県知事からの災害
派遣要請を受け、空中消火活動などを実施した。これら
に対する派遣の規模は人員延べ約1,300名、車両延べ約
140両、航空機延べ約50機に上った。

資料21（災害派遣の実績（過去5年間））

（2）救急患者の輸送
自衛隊は、医療施設が不足している離島などの救急患

者を航空機で緊急輸送（急患輸送）している。2022年度
の災害派遣総数381件のうち、317件が急患輸送であり、
南西諸島（沖縄県及び鹿児島県）や小笠原諸島（東京都）、
長崎県の離島などへの派遣が大半を占めている。

（3）海難事故への対応
2022年4月23日、第1管区海上保安本部から空自に

対し、北海道知床沖における遊覧船事故による要救助者
の捜索について災害派遣要請があり、同日受理した。同
月23日から6月1日にかけて、陸海空自の航空機や艦艇
による捜索救助活動を実施した。

（4）原子力災害への対応
防衛省・自衛隊では、原子力災害に対処するため、「自

衛隊原子力災害対処計画」を策定している。また、国、地
方公共団体及び原子力事業者が合同で実施する原子力総
合防災訓練に参加し、地方公共団体の避難計画の実効性
の確認や原子力災害緊急事態における関係機関との連携
強化を図っている。

（5）各種対処計画の策定
防衛省・自衛隊は、各種の災害に際し迅速に部隊を輸

送・展開して初動対応に万全を期すとともに、中央防災
会議で検討されている大規模地震に対応するため、防衛
省防災業務計画に基づき、自衛隊のとるべき行動の基本
的事項を定め、もって、迅速かつ組織的に災害派遣を実
施することを目的とし、各種の大規模地震対処計画を策
定している。
なお、内閣府から発表された日本海溝・千島海溝沿い

の巨大地震の被害想定及び日本海溝・千島海溝周辺海溝

1 気候変動の影響による気象災害の激甚化・頻発化、南海トラフ地震等大規模地震の切迫、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラの老朽化を踏まえ、
防災・減災、国土強靱化の取組の加速化・深化を図る必要があり、また、国土強靱化の施策を効率的に進めるためにはデジタル技術の活用などが不可欠で
ある。このため、「激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策」「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策の加速」「国土強靱
化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進」の各分野について、更なる加速化・深化を図ることとし、令和7（2025）年度までの5か年
に追加的に必要となる事業規模等を定め、重点的・集中的に対策を講ずることとしている。

型地震防災対策推進基本計画を踏まえて、2022年度に
「自衛隊日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対処計画」
を策定している。

（6）地方公共団体などとの連携
災害派遣活動を円滑に行うためには、平素から地方公
共団体などと連携を強化することが重要である。このた
め、①自衛隊地方協力本部への国民保護・災害対策連絡
調整官（事務官）の設置、②自衛官の出向（東京都の防災
担当部局）及び事務官による相互交流（陸自中部方面隊と
兵庫県の間）、③地方公共団体からの要請に応じ、防災の
分野で知見のある退職自衛官の推薦などを行っている。
2023年3月末現在、全国46都道府県・455市区町村

に640人の退職自衛官が、地方公共団体の防災担当部門
などに在籍している。このような人的協力は、防衛省・
自衛隊と地方公共団体との連携を強化するうえで極めて
効果的であり、各種災害対応においてその有効性が確認
された。特に、陸自各方面総監部は地方公共団体の危機
管理監などとの交流の場を設定し、情報共有・意見交換
を行い、地方公共団体との連携強化を図っている。
また、災害の発生に際しては、各種調整を円滑にする
ため、部隊などから地方公共団体に対し、迅速な連絡員
の派遣を行っている。

（7）防災・減災、国土強靱化のための5か年加速
化対策に基づく措置

2020年12月、防災・減災、国土強靱化のための5か
年加速化対策1が閣議決定された。本対策において、防衛
省としては、防災のための重要インフラなどの機能維
持・強化の観点から、自衛隊の飛行場施設などの資機材
等対策、自衛隊のインフラ基盤強化対策及び自衛隊施設
の建物などの強化対策について、重点的かつ集中的に取
り組んでいる。

3　災害派遣に伴う各種訓練への影響
など

近年、大規模かつ長期間の災害派遣活動が増えてお

 参照
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り、災害派遣活動中に、当初予定していた訓練を行うこ
とができず、訓練計画に支障を来すこともあった。
今後は、初動における人命救助活動などに全力で対応

するとともに、各種の緊急支援などについては、地方公

共団体・関係省庁などの関係者と役割分担、対応方針、
活動期間、民間企業の活用などの調整を行い、適宜態勢
を移行し、適切な態勢・規模で活動することとしている。

	 22	 在外邦人等の保護措置及び輸送への対応

1　基本的考え方
防衛大臣は、外国での災害、騒乱その他の緊急事態に

際し、外務大臣から在外邦人等の警護、救出などの保護
措置又は輸送の依頼があった場合、外務大臣と協議をし
たうえで、自衛隊法第84条の3（在外邦人等の保護措置）
または同法第84条の4（在外邦人等の輸送）の規定に基
づき、在外邦人等の保護措置又は輸送を行うことができ
る。

2　防衛省・自衛隊の取組
在外邦人等の保護措置又は輸送を迅速かつ的確に実施

するため、自衛隊は、部隊を速やかに派遣する態勢を
とっている。具体的には、陸自ではヘリコプター部隊と
陸上輸送を担当する部隊の要員を、海自では輸送艦など
の艦艇（搭載航空機を含む）を、空自では輸送機部隊と
派遣要員をそれぞれ指定し、待機態勢を維持している。
また、これらの行動においては、陸海空自の緊密な連

携が必要となるため、平素から統合訓練などを行ってい
る。2022年8月から9月にかけて、自衛隊は関係機関と
ともに、国内において在外邦人等輸送にかかる部隊の一

連の行動及び関係機関との連携要領を訓練し、統合運用
能力の向上及び関係機関との連携強化を図った。さらに、
毎年タイで行われている多国間共同訓練「コブラ・ゴー
ルド」の機会を活用し、2023年2月から3月には、関係
省庁、在タイ日本国大使館などの協力のもと、在外邦人
等の保護措置における一連の活動を演練し、防衛省・自
衛隊と外務省との連携を強化した。
防衛省・自衛隊は、これまでに6件の在外邦人等の輸
送を実施してきた。直近では、2023年4月、2022年の
自衛隊法第84条の4の改正後初めての在外邦人等の輸
送となる、在スーダン共和国邦人等の輸送を実施した。
具体的には、同月19日、スーダン共和国の情勢にかんが
み、外務大臣から防衛大臣に対し、同国に滞在する邦人
等の輸送の実施に必要となる準備行為の要請があり、同
月20日、防衛大臣は空自輸送機のジブチ共和国までの
移動及び待機を行うための命令を発出した。これを受け、
空自航空支援集団司令官を指揮官とする「在スーダン共
和国邦人等輸送統合任務部隊」が編成され、同月21日以
降、C-130輸送機、C-2輸送機及びKC-767空中給油・
輸送機が、順次ジブチ共和国へ向け出発した。
同月23日、外務大臣から在スーダン共和国邦人等の
輸送の依頼を受け、同日、防衛大臣はスーダン共和国か
らの邦人等の輸送活動を実施するための命令を発出し、
同月24日（現地時間）、C-2輸送機1機により、在留邦人
とその家族計45名をスーダン共和国からジブチ共和国
まで輸送した。この活動を通じて、ジブチ共和国には、
C-130輸送機2機、C-2輸送機2機及びKC-767空中給
油・輸送機1機並びに約180名の隊員が派遣された。そ
の後、同月28日に外務大臣からの当該邦人等の輸送の
終結に関する依頼を受け、同日、防衛大臣が終結のため
の命令を発出した。

Ⅱ部6章3項6（在外邦人等の輸送・保護措置）、資
料22（在外邦人等の輸送実績・自衛隊による在外邦
人等の輸送の実施について（令和4年4月22日閣議
決定））

 参照

スーダンからジブチへ向かう空自C-2輸送機の機内の様子
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